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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年7月24日(2008.7.24)

【公開番号】特開2002-176162(P2002-176162A)
【公開日】平成14年6月21日(2002.6.21)
【出願番号】特願2001-239053(P2001-239053)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ   1/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/15     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/028    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/335    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  31/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ｃ
   Ｇ０６Ｔ   1/00    ４２０Ｇ
   Ｈ０１Ｌ  27/15    　　　Ｄ
   Ｈ０４Ｎ   1/028   　　　Ｚ
   Ｈ０４Ｎ   5/335   　　　Ｕ
   Ｈ０４Ｎ   5/335   　　　Ｗ
   Ｈ０１Ｌ  31/10    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成20年6月9日(2008.6.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体装置及びその作製方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子と、
　前記発光素子と電気的に接続された薄膜トランジスタと、
　Ｐ型半導体層とＮ型半導体層と光電変換層とを有する光電変換素子と、を有し、
　前記光電変換層は、前記Ｐ型半導体層と前記Ｎ型半導体層との間に設けられていること
を特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　発光素子と、
　前記発光素子と電気的に接続された薄膜トランジスタと、
　Ｐ型半導体層とＮ型半導体層と光電変換層とを有する光電変換素子と、を有し、
　前記光電変換層は、前記Ｐ型半導体層と前記Ｎ型半導体層との間に設けられており、
　前記薄膜トランジスタの半導体層、前記Ｐ型半導体層、前記Ｎ型半導体層、及び前記光
電変換層は、同一の絶縁表面上に設けられていることを特徴とする半導体装置。
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【請求項３】
　請求項２において、
　前記薄膜トランジスタは、前記半導体層と、前記半導体層上に設けられた絶縁膜と、前
記絶縁膜上に設けられたゲート電極とを有し、
　前記前記Ｐ型半導体層及び前記Ｎ型半導体層は、前記絶縁膜下に設けられており、
　前記光電変換層は、前記ゲート絶縁膜上に設けられているとともに、前記絶縁膜に形成
された開口部を介して前記Ｐ型半導体層上及び前記Ｎ型半導体層上の一部に接するように
設けられていることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　薄膜トランジスタ上及び前記光電変換素子上には、層間絶縁膜が設けられており、
　前記層間絶縁膜上の前記光電変換層と重なる位置には、金属膜が設けられていることを
特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記光電変換層の膜厚は、前記Ｐ型半導体層及び前記Ｎ型半導体層の膜厚よりも厚いこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項において、
　前記光電変換層は、非晶質半導体により形成されており、
　前記薄膜トランジスタの前記半導体層、前記Ｐ型半導体層、及び前記Ｎ型半導体層は、
結晶性半導体により形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　絶縁表面上に、第１乃至第４の半導体層を形成し、
　前記第１乃至第４の半導体層上に、絶縁膜を形成し、
　前記絶縁膜上の前記第１半導体層と重なる位置に第１のゲート電極を形成するとともに
、前記絶縁膜上の前記第２半導体層と重なる位置に第２のゲート電極を形成し、
　前記第１の半導体層の一部及び前記第３の半導体層に、導電型を付与する第１の不純物
元素を選択的に添加し、
　前記第２の半導体層の一部及び前記第４の半導体層に、前記第１の不純物元素と逆の導
電型を付与する第２の不純物元素を選択的に添加し、
　前記第３及び第４の半導体層の一部が露出するように、前記絶縁膜に開口部を形成し、
　前記絶縁膜上に、前記開口部を介して前記第３及び第４の半導体層の一部に接する第５
の半導体層を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記第１及び第２のゲート電極上並びに前記第５の半導体層上に、層間絶縁膜を形成し
、
　前記層間絶縁膜にコンタクトホールを形成し、
　前記層間絶縁膜上及び前記コンタクトホール内に配線を形成すると同時に、前記層間絶
縁膜上の前記第５の半導体層と重なる位置に金属膜を形成することを特徴とする半導体装
置の作製方法。
【請求項９】
　請求項７又は請求項８において、
　前記第５の半導体層の膜厚は、前記第３及び前記第４の半導体層の膜厚よりも厚くなる
ように形成されていることを特徴とする半導体装置の作製方法。
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